
鳥取県環境審議会について

○環境審議会とは

・鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成８年１０月、鳥取県条例第１９号）第２

７条に基づく県の附属機関。

・３０名の学識経験者等で構成され、知事の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する重要事

項等の調査審議を行う。（任期は２年間）

１ 審議会手続きの流れ

（県） （環境審議会）

２ 委員の専門分野

分野 企画政策 大気・水質 廃棄物 自然保護 温泉 鳥獣

環境政策 持続的発展論 廃棄物・経済 生態系 微量金属・

分析化学

脊椎動物

水循環

廃棄物循環

大気環境 環境適合設計・リサイクル 無脊椎動物 水環境 自然触合い

植物生理 水生殖物 地形・地質

専門家

学識経験者

陸生生物 温泉行政

関係業界代表 廃棄物 農業 商工 林業 観光業 狩猟

行政 市民活動 環境活動 自然利用活動
県民代表

環境教育実践 ﾘｻｲｸﾙ実践 野鳥保護

鳥取県知事

審議会開催

諮問文の送付

委員による議論

答申の決定

部 会 長 か

ら の 報 告

諮問事項の説明

専門部会で

の議論

審議会会長

審議会委員の参集

専 門 部 会

への付託

答申の決定施策の実施
答申書の送付

必要な情報の提供

委員による議論

部会先決の事

項（温泉関係）
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○鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例(抜粋)

平成 8 年 10 月 8日
鳥取県条例第 19号

第 4 章 鳥取県環境審議会
(設置)
第 27 条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県環境審議会(以下「審議会」という。)
を設置する。

(1) 環境基本計画に関し、第 9条第 3項に規定する事項を処理すること。
(2) 知事の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項を調査審
議すること。

(3) 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 43 条第 1 項及び自然環境保全法(昭和 47 年法
律第 85 号)第 51条第 2項に規定する事項を調査審議すること。

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定によりその権限に属させられた事
務

(組織)
第 28条 審議会は、委員 30 人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 県議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第 29 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任
期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第 30 条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ特別委員を置くこと
ができる。

2 特別委員は、学識経験者のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと
する。

(会長及び副会長)
第 31 条 審議会に、会長及び副会長それぞれ 1 人を置き、委員の互選によりこれを定め
る。

2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。

(会議)
第 32条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ、会
議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第 33条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることが
できる。

4 前 2 条の規定は、部会の運営について準用する。
(幹事)
第 34条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 幹事は、審議会又は部会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第 35条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。
(雑則)
第 36 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定
める。
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鳥取県環境審議会運営要領

平成２０年５月２６日
鳥 取 県 環 境 審 議 会

（要領の適用）
第１条 鳥取県環境審議会（以下「審議会」という。）の運営については、鳥取県環境の保全及び

創造に関する基本条例に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
（会議の招集通知）
第２条 会長は、審議会を招集するときは、開催日時、開催場所及び付議事項を委員に通知するも
のとする。

（委員以外の者の出席）
第３条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は
説明させることができる。

（会議録）
第４条 審議会の議事については、次の事項を記載した会議録を作成しておかなければならない。
（１）開催日時及び開催場所
（２）出席委員の氏名
（３）委員以外の出席者の職氏名
（４）会議に付した案件及び内容
（５）議事の経過
（６）その他必要な事項
２ 会議録には、議長が署名しなければならない。
（部会）
第５条 審議会に次の六部会を置く。 

一 企画政策部会
二 大気・水質部会
三 廃棄物・リサイクル部会 
四 自然保護部会
五 温泉部会
六 鳥獣部会

２ 部会の所掌事務は、別表に定めるところによる。
３ 会長は、知事の諮問を受けた場合は、当該諮問を第１項に掲げる部会のうち適当な部会に付議
することができる。

４ 会長は、必要と認めるときは、特別の案件を審議するため、審議会に諮って第１項に掲げる部
会以外の部会を置くことができる。

（部会の議決）
第６条 部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。
（準用規定）
第７条 第２条から第４条までの規定は、部会の運営について準用する。
（庶務）
第８条 審議会の庶務は、生活環境部環境立県推進課、水・大気環境課、循環型社会推進課、くら
しの安心推進課及び公園自然課で行う。 

（雑則）
第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度審議会が定める。

付 則
この要領は、平成１３年１０月 ５日から施行する。
この要領は、平成１５年１０月２７日から施行する。
この要領は、平成１６年 ８月３０日から施行する。
この要領は、平成１７年 ４月 １日から施行する。
この要領は、平成１８年 ４月 １日から施行する。

この要領は、平成２０年 ５月２６日から施行する。
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（別表）

部会の所掌事務について

鳥取県環境審議会（全体会）

●環境基本計画の策定・変更に関すること。

●環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策

の実施状況（環境白書）に関すること。

●環境の保全及び創造に関する重要事項に関すること。

企画政策部会 ◎環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況

（環境白書）に係る専門的調査検討に関すること。

◎環境基本計画の策定・変更に係る専門的調査検討に関すること。

◎その他環境の保全及び創造に関する重要事項に係る専門的調査検討

に関すること。

大気・水質部会 ○水質汚濁防止法に規定された審議会の事務

・水質の汚濁防止に関する重要事項の調査審議

○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に規定された審議会の事務

・農用地土壌汚染対策地域の指定・変更等に関すること。

○鳥取県公害防止条例に規定された審議会の事務

・規則の制定又は改廃の立案に関すること。

◎その他大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等の防止に係る重要事項に関

すること。

廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ部会◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された審議会の事務

・廃棄物処理計画の策定・変更に関すること。

◎その他廃棄物対策・リサイクルに係る重要事項に関すること。

自然保護部会 ○自然環境保全条例及び県立自然公園条例に規定された審議会の事務

・自然環境保全地域の指定、保全計画の決定等に関すること。

・県立自然公園の指定・解除等に関すること。

◎その他自然環境の保全に係る重要事項に関すること。

温 泉 部 会 ○温泉法に規定された審議会の事務

・温泉の掘さく・増掘又は動力装置の許可等に関すること。

・温泉採取の制限処分等に関すること。

◎その他温泉の保護及び利用の適正化に係る重要事項に関すること。

鳥 獣 部 会 ○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に規定された審議会の

事務

・鳥獣保護事業計画の策定・変更等に関すること。

・鳥獣保護区の指定等に関すること。

◎その他鳥獣の保護に係る重要事項に関すること。

（審議方法の考え方） 
１ 重要案件については、基本的に審議会（全体会）で審議を行う。（例：●印） 
２ 重要案件のうち専門的な審議が必要なものについては、部会に付議し、その後に再度審議会（全体会）

で審議を行う。（例：◎印） 
３ 部会に付議された案件の中でも、特に専門性が高く、審議会（全体会）で再度審議することについて、

その意義が少ない案件については、部会の議決をもって審議会の議決とすることができることとする。

（例：○印） 
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所 属 部 会(案）

企画政策 大気･水質 廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ 自然保護 温泉 鳥獣

大気環境 岡崎
オカザキ

誠
マコト 鳥取環境大学副学長

環境政策経営学科
◎

無脊椎動物 鶴崎
ツルサキ

展巨
ノブオ 鳥取大学地域学部教授

地域環境学科
○

水環境 檜谷
ヒノキダニ

治
オサム 鳥取大学教授

大学院工学研究科
◎

地形・地質 矢野
ヤノ

孝雄
タカオ 鳥取大学地域学部教授

地域環境学科
○

保健学 田中
タナカ

俊行
トシユキ 鳥取大学医学部准教授

保健学科
○

生態系 日置
ヒオキ

佳之
ヨシユキ 鳥取大学農学部教授

生物資源環境学科
◎

廃棄物工学 近藤
コンドウ

康雄
ヤスオ 鳥取大学准教授

大学院工学研究科
◎

廃棄物・経済 石川
イシカワ

真澄
マスミ 鳥取環境大学准教授

環境政策経営学科
○

経 済 西村
ニシムラ

教子
ノリコ 鳥取環境大学准教授

環境政策経営学科
○

公害全般 増田
マスダ

貴則
タカノリ 鳥取大学准教授

大学院工学研究科
◎

脊椎動物 高島
タカシマ

一昭
カズアキ （財）鳥取県動物臨床

医学研究所 所長
◎

水生植物 一
イチ

澤
サワ

麻子
アサコ 元小田原女子短期大学

非常勤講師
○

環境政策 金子
カネコ

弘道
ヒロミチ 鳥取環境大学教授

環境政策経営学科
○

植物生理 岡
オカ

真理子
マリコ 鳥取大学農学部講師

生物資源環境学科
○

陸生植物 藤原
フジハラ

文子
フミコ 鳥取県西部希少野生植物保

全調査研究会
○

自然触れ合い 林
ハヤシ

桂子
ケイコ セレン環境教育事務所

代表
○

温 泉 橋本
ハシモト

賢生
マサオ 鳥取県理美容高等専修学校

講師
○

林業 坂本
サカモト

トヨ子
コ ㈱サカモト

代表取締役
○

農業 平木
ヒラギ

ひとみ
鳥取ずいせん生産組合

代表
○

廃棄物 岡崎
オカザキ

博紀
ヒロキ ㈲赤碕清掃

専務取締役
○

温泉 岩崎
イワサキ

元
モト

孝
タカ 鳥取県旅館ホテル生活

衛生同業組合副理事長
○

商 工 朝山
アサヤマ

規子
ノリコ ㈱イルカカレッジ

代表取締役
○

狩猟 柴垣
シバガキ

信司
シンジ （社）鳥取県猟友会

副会長
○

市町村 松本
マツモト

昭夫
アキオ

北栄町長 ○

環境活動 外
ソト

池
イケ

美代子
ミ ヨ コ 東部消費生活モニター協議会

会長
○

環境教育実践 岸本
キシモト

康子
ヤスコ ＮＰＯアーピーとっとり

代表
○

野鳥保護
福田
フクタ

紀生
ノリオ

ＮＰＯ法人日本野鳥の会
鳥取県支部長

○

市民活動 会見
アイミ

祐子
サチコ 鳥取県連合婦人会

常任委員
○

ﾘｻｲｸﾙ実践 山本
ヤマモト

ルリコ
ＮＰＯエコママとっとり

代表
○

自然利用活動 熊谷
クマタニ

京子
キョウコ 森のようちえんまるたんぼう

園長
○

県
民
代
表

専
門
家

関
係
業
界
代
表

所属部会（案）
専門分野 現委員名 所属・職名

◎の委員は、部会長
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